
 

 

 

 

井川町公共施設等総合管理計画  
 

 
                                        

 

 

 

平成２９年３月 

        （令和４年３月改訂） 

        （令和５年３月改訂） 

 

  秋田県  井川町 



  

目  次 

 

Ⅰ 計画の策定にあたって              ････････１ 

１ 計画策定の背景と目的      ･･･････1 

２ 計画の位置付け       ･･･････2 

３ 対象施設        ･･･････3 

 

Ⅱ 公共施設等を取り巻く現状と将来見通し     ･････････４ 

 １ 人口の将来見通し       ･･･････4 

 ２ 財政の状況        ･･･････5 

 ３ 公共施設の保有状況       ･･･････7 

 ４ 将来更新費用（単純更新した場合）の見込み   ･･････12 

５ 将来更新費用（長寿命化対策を反映した場合） 

の見込み        ･･････19 

 ６ 現状や課題に関する基本認識      ･･････28 

 

Ⅲ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針 ････････29 

 １ 計画期間        ･･････29 

２ 推進体制        ･･････29 

３ 公共施設等の管理に関する基本方針     ･･････29 

 

Ⅳ 施設類型ごとの管理に関する基本方針      ････････32 

 １ 建物系施設に関する基本方針      ･･････32 

 ２ インフラ系施設に関する基本方針     ･･････36 

 

Ⅴ フォローアップの実施方針           ････････37



 1 

 

 

 

 

１ 計画策定の背景と目的 

 

近年、高度成長期以降に急速に整備を進めてきた公共施設が大量に更新期

を迎え、その老朽化対策が全国的に大きな課題となっています。この状況の

なか、国においては平成 25 年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」を策

定、平成 26 年 4 月には全国の地方公共団体に対し「公共施設等総合管理計

画」の策定を要請しました。 

本町においては、これまで一貫して過剰な投資はせず公共施設についても

保育・教育施設や診療施設等の統合を実施するとともに、施設の耐震化や年

次的な維持補修等を重点的に進め適正な維持管理に努めてきました。しかし

ながら、今後更なる人口減少等により施設の利用需要が変化していくことに

加え、厳しい財政状況下において維持管理や老朽化対策に係る費用が増大す

ることが予想されることを踏まえ、これまで以上に長期的な視点を持って対

応していくことが求められます。 

公共施設の機能を適正に維持しつつ、また、将来の需要変化に柔軟に対応

し、次世代の負担軽減を図ることを目的として平成 29 年 3 月に「井川町公

共施設等総合管理計画」を策定しました。 

今後は、策定された公共施設等総合管理計画の推進を総合的かつ計画的に図

るとともに、不断の見直しを実施し、充実させていくことが重要であることか

ら、総務省より、平成３０年２月２７日に「公共施設等総合管理計画の策定に

あたっての指針の改訂」、令和３年１月２６日に「令和３年度までの公共施設

等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項」が示されました。これらに記

載された総合管理計画の見直しに当たって記載すべき事項等を踏まえて、「井

川町公共施設等総合管理計画（以下「本計画」という）」を改訂しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 計画の策定にあたって 
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２ 計画の位置付け 

 

本計画は、国が定めている「インフラ長寿命化計画」や、町が策定している

「井川町総合振興計画」の計画理念を踏まえ、また目指すべき将来の方向性と

人口の将来展望を定めた「井川町人口ビジョン」と今後 5 年間に取り組むべき

地方創生に関する施策を定めた「井川町総合戦略」等関連計画との整合性を図

りながら、町が所有する公共施設等の管理や利活用に関する基本的な方向性を

定めるものです。 

本計画は、「インフラ長寿命化計画（行動計画）」に位置付けられる計画で、

本計画の目標達成に向けては、図のようにそれぞれ個別の施設計画を実施する

ことにより進めていきます。 

　　＜行動計画＞ 【国】 　　＜行動計画＞ 【地方自治体】

＜個別施設計画＞ ＜個別施設計画＞

インフラ長寿命化基本計画

（基本計画）【国】

各省庁が策定
井川町公共施設等

総合管理計画
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３ 対象施設 

 

本町が所有する役場庁舎や公民館・学校などの建築物系施設や、道路・橋り

ょう・上水道・下水道などのインフラ系施設として町が所有する公共施設を対

象とします。 

 

■対象施設の分類 

1 町民文化系施設
農村環境改善センター・地区分館・集会所・ふるさと交
流センター・コミュニティセンター　等

2 社会教育系施設 歴史民俗資料館

3
スポーツ・レクリ
エーション系施設

町民体育館・武道館・スポーツ交流館・山村広場

4 学校教育系施設 小学校・中学校

5 子育て支援施設 こどもセンター・児童館　等

6 保健・福祉施設
健康センター・老人福祉センター・特別養護老人ホー
ム・軽費老人ホーム

7 医療施設 診療所・歯科衛生センター

8 公営住宅 町営住宅・教員住宅

9 行政系施設 役場庁舎・有線放送センター・消防団詰所　等

10 公園
定住促進センター・国花苑管理棟・休憩所・運動広場・
農村公園　等

11 その他 最終処分場・浄水場・清掃センター　等

1

2

3

4

公

　

共

　

施

　

設

建築物系施設

インフラ系施設

下水道施設（管路）

上水道施設（管路）

橋りょう（橋りょう台帳橋りょう数）

道路（道路台帳延長）
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１ 人口の将来見通し 

 

本町の人口は、上・下井河村の合併により井川村が誕生した昭和３０年を

ピークに減少を続け、令和 2 年国勢調査人口では 4,566 人となっています。

年齢別の人口構成でみると、平成 7 年を境に 65 歳以上の高齢者人口が 15

歳未満の年少者人口を上回り、少子高齢化が一層進行しています。 

人口は今後も減少を続け、令和 27 年には 2,445 人（R2 から 46％減）

と推計されています。 

 

■年齢区分別人口推移 

S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7

15歳未満 3,035 2,694 2,050 1,553 1,426 1,325 1,231 1,057 896

15～64歳 4,459 4,595 4,568 4,570 4,358 4,298 4,229 4,206 4,067

65歳以上 269 322 412 546 643 757 856 1,031 1,245

総人口 7,763 7,611 7,030 6,669 6,427 6,380 6,316 6,294 6,208

H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27
15歳未満 792 749 610 461 332 253 206 164 133 110
15～64歳 3,736 3,409 3,127 2,649 2,231 1,913 1,589 1,338 1,066 824
65歳以上 1,588 1,689 1,756 1,876 2,003 1,923 1,861 1,745 1,644 1,511
総人口 6,116 5,847 5,493 4,986 4,566 4,089 3,656 3,247 2,843 2,445  

※令和 7 年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地位別将来推計人口」 
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Ⅱ 公共施設等を取り巻く現状と将来見通し 
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

その他歳入 549 495 509 547 354 628 757 509 508 557

地方債 673 632 614 409 295 230 365 368 217 296

国県支出金 640 409 593 643 503 402 552 324 322 1,085

地方交付税 1,689 1,681 1,670 1,716 1,736 1,729 1,678 1,685 1,687 1,758

地方税 431 440 439 434 430 425 433 437 435 437

歳入合計 3,981 3,657 3,825 3,749 3,318 3,413 3,785 3,322 3,169 4,133

0
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3,500

4,000

4,500

(百万円)

２ 財政の状況 

（１） 歳入の状況 

 

 令和２年度（2020 年）における歳入決算額は約 41.3 億円で、前年から約

9 億円増加しています。過去 10 年間でみると、地方交付税は参入率の高い地

方債を借り入れている影響もあり横ばいからやや増加傾向となっています。た

だし今後については国勢調査人口の減少により交付税も減額となっていくと予

想されます。 

 

 

■歳入決算額の推移（普通会計決算） 
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（２） 歳出の状況 

 

 令和 2 年度（2020 年）決算額は約 39.1 億円で、前年より約 9.7 億円増加

しています。過去 10 年でみると、決算額全体では中学校建設事業や施設耐震

化等緊急防災・減災事業を実施した平成 23 年度（2011 年）から 26 年度

（2014 年）、平成 29 年度（2017 年）が他の年度と比べて高くなっています。 

 

 

■歳出決算額の推移（普通会計決算） 

 

 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

その他歳出 919 937 956 1,109 1,091 994 1,039 1,058 1,076 1,785

投資的経費 1,195 806 970 810 319 460 911 437 207 386

物件費 396 347 334 379 377 384 426 424 464 439

公債費 560 643 638 563 617 513 552 489 482 472

扶助費 216 213 220 249 235 245 250 234 225 227

人件費 514 474 463 463 466 480 439 491 491 602

歳出合計 3,800 3,418 3,580 3,573 3,104 3,075 3,617 3,133 2,945 3,913
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項目 Ｈ27 Ｒ2 増減

施設数 183 186 3

延床面積(㎡) 43,042 43,875 833

有形固定資産
減価償却率(％)

51.4 55.0 3.6

建築物系施設

３ 公共施設の保有状況 

（１） 建築物系施設の保有状況 

 

 建築物系施設は 186 施設、総延床面積は約 43,875 ㎡で、町民一人当たり  

９.６1 ㎡となっています。 

 

■施設保有状況 

 

■施設保有状況の推移 

 

 

施設分類 施設数
延床面積
（㎡）

住民一人当た
り面積（㎡）

構成率
（％）

町民文化系施設 38 5,576 1.22 12.7%

社会教育系施設 1 392 0.09 0.9%

スポーツ・レクリエーショ
ン系施設

4 2,413 0.53 5.5%

学校教育系施設 2 11,446 2.51 26.1%

子育て支援施設 4 3,227 0.71 7.4%

保健・福祉施設 3 6,158 1.35 14.0%

医療施設 2 1,016 0.22 2.3%

公営住宅 96 7,568 1.66 17.3%

行政系施設 20 3,342 0.73 7.6%

公園 8 1,325 0.29 3.0%

その他 8 1,413 0.31 3.2%

合計 186 43,875 9.61 100%

建築物系施設
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（２） 建築年度別整備状況 

 

年度別整備状況では最も古い施設は浄水場と消防団詰所等で昭和 42 年度に

建設されています。施設毎でみると小学校が昭和 48 年度、町民体育館が昭和

49 年度、農村環境改善センターが昭和 51 年度、役場庁舎が昭和 53 年度、町

民武道館と歯科衛生センターが昭和 56 年にそれぞれ整備され、建設から４０

年以上が経過しています。また、町営住宅は昭和 60 年度から平成 15 年度に

かけて整備され、古いものは築 3５年以上となっています。 

 

なお、新耐震基準（昭和 56 年）より前に建築された施設のうち、耐震化が

必要な一定規模以上の建築物については、すでに耐震化工事を実施済みです。 

 

 

■建築物系施設の年度別整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧耐震基準(1981年以前) 

14,074 ㎡ 32.1％ 

新耐震基準(1982 年以降) 

30,623㎡ 67.9％ 

延床面積計:43,875 ㎡ 

住民一人当たり:9.61 ㎡/人 
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（３） インフラ系施設の保有状況 

①道路 

 町道の路線数は 303 本、実延長は 129,880ｍとなっています。 

 

■道路の総量 

1級（幹線） 2級（幹線） その他 町道合計

実延長
合計（ｍ）

37,160 4,307 88,413 129,880

道路面積
道路部(㎡)

325,944 24,078 446,899 796,921

分類
町道

 

 

 

②橋りょう 

 本町の橋りょう数は橋長 15ｍ以上が 19 本、15ｍ未満が 40 本の計 59

本となっています。 

 

■橋りょうの年度別整備数 

 

 

 



 10 

③上水道 

 上水道管の総延長は 65,447ｍで、昭和 60 年以降に整備された排水管が

耐用年数を超える令和 7 年頃から更新需要がやや集中することが予想されま

す。 

 

■上水道管の年度別整備延長 

 

 

④下水道 

 下水道管の総延長は 52,045ｍありますが、主に昭和 63 年以降に整備さ

れてきた施設であるため、更新需要を迎えるのは約１５年後と想定されます。 

 

■下水道管の年度別整備延長 

 

 



 11 

（４） 現在要している維持管理・更新等に係る経費 

 

維持管理・更新等に係る経費の過去３年平均は、維持管理・修繕が約０.７億

円、改修が約１.７億円、更新等が約１.３億円、合計で３.７億円となっています。 

 

■維持管理・更新等に係る経費（平成３０年度～令和２年度の３年平均） 

(百万円)  

 

公共施設 施設分類
維持管理
・修繕

改修 更新等 合計

町民文化系施設 4 7 21 32

社会教育系施設 0 0 0 0

スポーツ・レクリ
エーション系施設

2 8 0 10

学校教育系施設 3 0 7 10

子育て支援施設 3 14 5 22

保健・福祉施設 2 45 0 47

医療施設 1 0 0 1

公営住宅 3 5 1 9

行政系施設 4 50 0 54

公園 21 5 6 31

その他 2 0 0 2

道路 11 0 65 76

橋りょう 3 26 0 29

上水道 3 5 27 34

下水道 10 0 2 11

合計 71 165 132 369

インフラ系施設

建築物系施設
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４ 将来更新費用（単純更新した場合）の見込み 

（１） 将来更新費用推計の前提条件 

 

総務省から提供されている試算ソフトを活用し、公共施設等の種類ごとに、

耐用年数経過後に現在と同じ量（面積、延長）で更新すると仮定した場合の更

新費用を推計します。 

なお、更新実施年数を既に経過している場合、公共施設は 10 年、橋りょう、

上・下水道は 5 年で均等に建て替えを実施するものと仮定し推計します。 

 

■前提条件 

種  別 前   提 数  量 

建築物系施設 

30 年後に大規模改修（修繕期間２年） 

延床面積(㎡） 

60 年後に建替え（建替え期間３年） 

道路 15 年ごとに打換え 舗装面積(㎡） 

橋りょう 60 年後に更新 橋りょう面積（㎡） 

上水道（管路） 40 年後に更新 管路延長（ｍ） 

下水道（管路） 50 年後に更新 管路延長（ｍ） 

 

※更新単価については他の地方公共団体との比較を容易にするため試算ソフト標準の単価

を用いることとしています。そのため、個別の施設長寿命化計画等のシミュレーション

とは一致しないことがあります。 
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（２） 建築物系施設の将来更新費用 

 

 今後 40 年間、全ての建築物系施設を保有し続けると仮定した場合、更新費

用の総額は約２０８億円、年平均では約５.2 億円となります。過去 3 年間の維

持管理・更新等に係る経費は年平均約２.２億円であり、比較すると 2.４倍とな

ります。 

 また、今後しばらくは大規模改修が主な更新需要となりますが、11 年ほど経

過後の令和 15 年頃からは築 60 年を経過した建築物の建替え需要が高まるこ

とが想定されます。 

 

■建築物系施設の 40 年間更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新費用平均 

(単純更新した場合) 

521百万円 

 現在要している 

経費の平均 

218百万円 

40 年間の更新費用総額 

(単純更新した場合) 

20,848百万円 
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（３） インフラ系施設の将来更新費用 

①道路 

 道路の総量に対する更新費用を試算すると、40 年間の整備額は約 10４億

円、1 年当たりでは約 2.６億円となり、過去 3 年の平均 0.8 億円と比較する

と 3.３倍となります。 

 

■道路の 40年間更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 年間の更新費用総額 

(単純更新した場合) 

10,428 百万円 

更新費用平均 

(単純更新した場合) 

261百万円 

 現在要している 

経費の平均 

76 百万円 
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②橋りょう 

 橋りょうの 40 年間の整備額は約１４億円となり、1 年当たりでは 0.3 億

円となります。 

 

■橋りょうの 40年間更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 年間の更新費用総額 

(単純更新した場合) 

1,436 百万円 

更新費用平均 

(単純更新した場合) 

36 百万円 

 現在要している 

経費の平均 

29 百万円 
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③上水道 

 上水道管や処理施設の 40 年間の整備額は約６０億円となり、1 年当たりで

は 1.5 億円となります。 

 

■上水道の 40年間更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 年間の更新費用総額 

(単純更新した場合) 

5,976 百万円 

更新費用平均 

(単純更新した場合) 

149百万円 

 現在要している 

経費の平均 

34 百万円 
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④下水道 

 上水道設備の 40 年間の整備額は約 3６億円となり、1 年当たりでは 0.９

億円となります。 

 

■下水道の 40年間更新費用 

 

 40 年間の更新費用総額 

(単純更新した場合) 

3,632 百万円 

更新費用平均 

(単純更新した場合) 

91 百万円 

 現在要している 

経費の平均 

11 百万円 
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（４） 公共施設全体の将来更新費用の推計 

 

公共施設全体の将来負担を推計すると、40 年間の整備額は約 423 億円とな

り、1 年当たりでは 10.6 億円となります。 

過去 3 年間の維持管理・更新等に係る経費は 3.7 億円であり、6.9 億円の追

加費用が必要と試算されます。 

 

■公共施設全体の 40 年間更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

40 年間の更新費用総額 

(単純更新した場合) 

42,320 百万円 

更新費用平均 

(単純更新した場合) 

1,058 百万円 

 現在要している 

経費の平均 

369百万円 
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５ 将来更新費用（長寿命化対策を反映した場合）の見込み 

 
将来更新費用（長寿命化対策を反映した場合）の試算については、「4 将来更

新費用（単純更新した場合）の見込み」をベースとしつつ、個別施設計画にお

ける事業費見込みや地方公会計制度により整備された固定資産台帳データ等を

活用して算定しました。将来更新費用（単純更新した場合）の算定方法と異な

るものの概略は以下のとおりです。 

 

（１） 将来更新費用推計の前提条件 

 

本町が保有する公共施設等について、それぞれ同じ面積、延長、設置数等で

更新すると仮定します。ただし、本町の個別施設計画における「基本的な方針」

にて解体処分又は譲渡を検討している公共施設については更新しないものとし

ます。 

 

①建築物系施設 

本町が保有する建築物系施設の延床面積の約半数が木造であることから、よ

り実態に即した更新費用の算出のため、建築物系施設について鉄筋・鉄骨コン

クリート造および鉄骨造と木造に区別し、「建築物の耐久計画に関する考え方」

（日本建築学会）を参考に目標使用年数（建替え時期）を下記のように設定し

ます。 

改修時期は、上記目標使用年数まで使用するため、築 20 年経過後に原状回

復のための中規模修繕を行い、目標使用年数の中間期に大規模改修を実施、そ

の後改築までの期間に再度原状回復のための中規模修繕を行うと仮定します。

なお、令和２年度までに中規模修繕及び大規模改修時期を迎えているものは既

に行ったものとします。 

 

建替え

目標使用年数 築20年 築40年 築60年

80年 中規模修繕 大規模改修 中規模修繕

木造 40年 大規模改修

前提条件

鉄筋・鉄骨コンクリート造

鉄骨造

改修

構造
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更新費用について、建替え費用は地方公会計制度により整備された固定資産

台帳における取得価額を用います。ただし、固定資産台帳における取得価額は

昭和 60 年度以降取得のものは実際の取得価額ですが、昭和 59 年度以前のも

のは再調達原価となっているため、昭和 60 年度以降取得のものは地方公会計

の固定資産台帳における取得価額、昭和 59 年度以前取得のものは試算ソフト

の単価を用います。 

改修費用は中規模修繕を建替え費用の３割、大規模改修を建替え費用の６割

とします。 

 

■建築物系施設の更新費用 

施設分類 

建替え単価・費用 改修費用 

昭和５９年度以前 

（万円/㎡） 
昭和６０年度以降 中規模修繕 大規模改修 

町民文化系施設 ４０ 

固定資産台帳

の取得価額 

建替え費用の

３割 

建替え費用の

６割 

社会教育系施設 ４０ 

スポーツ・レクリ

エーション系施設 
３６ 

学校教育系施設 ３３ 

子育て支援施設 ３３ 

保健・福祉施設 ３６ 

医療施設 ４０ 

公営住宅 ２８ 

行政系施設 ４０ 

公園（建物） ３３ 

その他 ３６ 
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②道路 

舗装の個別施設計画における診断結果に基づく計画期間内の修繕費用の見

通しを用います。 

 

③橋りょう 

井川町橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕（予防保全と事後保全の組み合わ

せ）の事業費見込みを用います。 

 

④上水道 

個別施設計画が策定されていませんので、「４ 将来更新費用（単純更新した

場合）の見込み」と同様とします。 

 

⑤下水道 

個別施設計画が策定されていませんので、「４ 将来更新費用（単純更新した

場合）の見込み」と同様とします。 
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（２） 建築物系施設の将来更新費用 

 

長寿命化対策を実施した場合の建築物系施設の更新費用は 40年間で約 168

億円、年平均約 4.2 億円となります。単純更新した場合と比較すると 40 年間

で約 4１億円の削減となります。 

 

■建築物系施設の 40 年間更新費用（長寿命化対策を反映した場合） 

 

0

500

1,000

1,500

H30 R5 R10 R15 R20 R25 R30 R35 R40

維持管理・修繕 町民文化系施設 社会教育系施設      ・        系施設

学校教育系施設 子育て支援施設 保健・福祉施設 医療施設

公営住宅 行政系施設 公園 その他

(百万円) 現在要している

経費の平均

218百万円

更新費用平均

(長寿命化対策をした場合)

419百万円

40年間の更新費用総額

(長寿命化対策をした場合)

16,763百万円

更新費用平均

(単純更新した場合)

521百万円
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（３） インフラ系施設の将来更新費用 

①道路 

長寿命化対策を実施した場合の道路の更新費用は 40 年間で約 13 億円、年

平均約 0.3 億円となります。単純更新した場合と比較して 40 年間で約 91

億円の削減となります。 

 

■道路の 40年間更新費用（長寿命化対策を反映した場合） 

 

0

100

200

300

400

H30 R5 R10 R15 R20 R25 R30 R35 R40

維持管理・修繕 年度整備分

(百万円) 40年間の更新費用総額

(長寿命化対策をした場合)

1,329百万円

更新費用平均

(単純更新した場合)

261百万円

現在要している

経費の平均

76百万円

更新費用平均

(長寿命化対策をした場合)

33百万円
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②橋りょう 

長寿命化対策を実施した場合の橋りょうの更新費用は40年間で約20億円、

年平均約 0.5 億円となります。単純更新した場合と比較して 40 年間で約 6

億円の増加となります。 

 

■橋りょうの 40年間更新費用（長寿命化対策を反映した場合） 

 

0

10

20

30

40

50

60

H30 R5 R10 R15 R20 R25 R30 R35 R40

維持管理・修繕 年度整備分

(百万円) 更新費用平均

(単純更新した場合)

36百万円

現在要している

経費の平均

29百万円

更新費用平均

(長寿命化対策をした場合)

51百万円

40年間の更新費用総額

(長寿命化対策をした場合)

2,031百万円
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③上水道 

長寿命化対策を実施した場合の上水道の更新費用は 40 年間で約 60 億円、

年平均約 1.5 億円となります。 

 

■上水道の 40年間更新費用（長寿命化対策を反映した場合） 

 

0

200

400

600

800

H30 R5 R10 R15 R20 R25 R30 R35 R40

維持管理・修繕 上水処理施設等 年度整備分

(百万円) 40年間の更新費用総額

(長寿命化対策をした場合)

5,998百万円

更新費用平均

(単純更新した場合)

149百万円

現在要している

経費の平均

34百万円

更新費用平均

(長寿命化対策をした場合)

150百万円
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④下水道 

長寿命化対策を実施した場合の下水道の更新費用は 40 年間で約 36 億円、

年平均約 0.9 億円となります。 

 

■下水道の 40年間更新費用（長寿命化対策を反映した場合） 

 

0

200

400

600

800

1,000

H30 R5 R10 R15 R20 R25 R30 R35 R40

維持管理・修繕 下水処理施設等 年度整備分

(百万円) 40年間の更新費用総額

(長寿命化対策をした場合)

3,615百万円

更新費用平均

(単純更新した場合)

91百万円

現在要している

経費の平均

11百万円

更新費用平均

(長寿命化対策をした場合)

90百万円
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（4）公共施設等全体の将来更新費用 

 

長寿命化対策を実施した場合の公共施設全体の将来負担を推計すると、40 年

間で約 297 億円、年平均約 7.4 億円となります。単純更新した場合と比較して

40 年間で約 126 億円の削減となりますが、過去 3 年間の維持管理・更新等に

係る経費と比較すると、約 2 倍の費用が必要と試算されます。 

 

■公共施設全体の 40 年間更新費用（長寿命化対策を反映した場合） 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H30 R5 R10 R15 R20 R25 R30 R35 R40

(百万円)

維持管理・修繕 大規模改修 建替え 道路 橋 上水道 下水道

40年間の更新費用総額

(長寿命化対策をした場合)

29,736百万円

更新費用平均

(単純更新した場合)

1,058百万円

現在要している

経費の平均

369百万円

更新費用平均

(長寿命化対策をした場合)

743百万円

 

■将来更新費用（長寿命化対策を反映した場合）の対策の効果 

                                    (百万円) 

種別 
維持管理 

・修繕 
改修 

更新 

(建替え) 
合計 

単純更新 

した場合 

長寿命化 

対策の 

効果額 

現在要してい

る経費(過去 3

年平均) 

    A B A-B  

建築物系施設 1,800 6,547 8,415 16,763 20,848 △4,086 218 

道路 440 0 889 1,329 10,428 △9,099 76 

橋りょう 119 0 1,912 2,031 1,436 594 29 

上水道 101 27 5,871 5,998 5,976 22 34 

下水道 394 112 3,110 3,615 3,632 △16 11 

合計 2,854 6,686 20,196 29,736 42,320 △12,585 369 
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６ 現状や課題に関する基本認識 

 

今後の人口減少に伴い、町の財政面では税収や地方交付税の減少が見込まれ

るほか、高齢化の進行により社会保障費の支出が増加していくと予想されます。 

また一方で今後多くの公共施設が更新時期を迎え、その維持更新費用も増大

すると想定されます。人口が減少していくなか、施設維持のための費用は増え

るわけですので、必然的に 1 人当たりの負担が大きくなることになります。 

限られた財源の中で、必要な公共施設等を維持するとともに災害に対応でき

るインフラ施設を含めた社会基盤の備えを確保するため、利用者のニーズを見

極めながら、長寿命化や改修・更新を計画的に実施していくことが求められま

す。 
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１ 計画期間 

 

本計画は本町が保有する公共施設等の今後のあり方について基本的な方向性

を示すものであり、計画期間は平成 29 年度から令和８年度までの 10 年間と

します。 

 

 

２ 推進体制 

 

公共施設の総合的かつ計画的な管理にあたっては、各施設の所管部署と連携

を図りながら、町長を中心とし全庁的に取り組みます。また、それぞれの施設

の状況についてはデータベース等を活用し情報の共有化を図ります。 

 

 

３ 公共施設等の管理に関する基本方針 

（１）基本方針 

 

 基本方針 1 長寿命化の推進 

今後も活用していく公共施設等については、損傷等が発生した後に修繕など

を行うのではなく、計画的に予防保全のための改修を実施することで長寿命化

を図るとともに更新需要を分散します。 

 

基本方針２ 施設の適正配置・最適化 

町の保有している公共施設等について、最適な規模、配置、利用状況を見極

め、必要に応じて統合や廃止、用途転用等を検討します。 

また、必要なサービス水準を確保しつつ、人口減少や住民ニーズの変化も考

慮し将来を見据えた施設の適正配置について検討していきます。 

 

基本方針３ トータルコストの削減 

 建築物系施設の延床面積の縮減、上下水道施設の長寿命化対策等を実施する

ことでトータルコスト（将来更新費用）の３０％削減を目指します。 

Ⅲ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針 
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（２）管理に関する方針 

①点検・診断等の実施方針 

継続的な利用が確実に見込まれる施設については、法定点検のほか、予防・

保全型維持管理の視点に立って必要に応じて任意の調査・点検を実施していき

ます。 

 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針 

施設をできる限り長く使用する認識のもと、日常点検や定期的な点検により

状態の的確な把握に努め、早期段階に予防的な修繕を実施することで長期にわ

たる機能の保持と維持管理コストの削減を図ります。また、更新を行う場合に

も利用率や他施設との統合、小規模化等について十分に検証を行います。 

 

③安全確保の実施方針 

老朽化等により危険度が高いと認められた施設については、利用率、効用等

を検証し、その結果によっては統廃合及び取り壊しの対象とします。施設を存

続する場合は速やかに安全対策及び長寿命化対策を実施します。 

 

④耐震化の実施方針 

現在の基準で耐震化が必要とされる一定規模以上の建物については全て耐

震化工事を実施済みですが、今後も利用者の安全確保だけではなく、災害時の

拠点施設としての機能を確保するため必要な整備を実施します。 

 

⑤長寿命化の実施方針 

既に策定済みの橋梁長寿命化計画および道路長寿命化計画については本計

画に準じて継続的に見直しを行い、維持管理、修繕、更新等を実施することと

し、その他の施設については本計画に準じて予防的修繕を重視するとともに、

必要に応じて個別に計画を策定し施設の長寿命化を図ります。 

 

⑥統合や廃止の推進方針 

今後の住民ニーズの変化に対応しつつ、利用状況、費用等の状況を踏まえ必

要に応じて規模の縮小や統廃合について検討します。 

 

⑦総合的かつ計画的な管理を実施するための体制の構築方針 

公共施設を効率的に運営していくというコスト意識を全庁的に共有し、「井

川町総合振興計画」等の関連計画との整合性を図りながら、総合的かつ計画的

な管理を実施していきます。 
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⑧ユニバーサルデザイン化の実施方針 

誰もが安心・安全に利用しやすい施設となるために、公共施設等の改修・

更新等を行う際には、利用者ニーズや施設の状況を踏まえ、ユニバーサルデ

ザイン化を進めます。 

 

⑨脱炭素化の推進方針 

地球温暖化対策計画（令和 3 年 10 月 22 日閣議決定）及び井川町地球

温暖化対策実行計画を踏まえ、公共施設における再生可能エネルギーを活用

した設備の導入など、公共施設等の脱炭素化に向けた取り組みを推進します。 
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 公共施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針に準じ、施設類型ごと

の管理に関する基本方針を定め、取り組みを進めます。 

 

 

１ 建物系施設に関する基本方針 

 

 

①町民文化系施設 

住民が集う場であるため、安全性の確保や施設の効率的な維持、長寿命

化の観点に加え、将来の人口減少を踏まえ、施設規模や更新の方向性を

検討していきます。 

農村環境改善センター・地区分館・集会所・ふるさと交流センター・コ

ミュニティセンター・防災センター 等 

 

 

②社会教育系施設 

予防的修繕を実施することで施設の長寿命化を図ります。また、利用状

況等を踏まえた管理効率の向上に努めます。 

歴史民俗資料館 

 

 

③スポーツ・レクリエーション系施設 

比較的利用率の高い施設であるが、体育館と武道館について老朽化が進

行しているので建替えを検討していきます。 

町民体育館・武道館・スポーツ交流館 

 

 

Ⅳ 施設類型ごとの管理に関する基本方針 
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④学校教育系施設 

小中一貫の義務教育学校開設により、小学校を中学校に統合しました。

児童生徒に安全安心な教育環境を提供するとともに、災害時における拠

点施設の一つとして安全を確保できるよう必要な整備を実施していきま

す。また、統合後の小学校校舎の利活用について、一部解体処分を実施

して今後の利活用を検討します。 

小学校・中学校 

 

 

⑤子育て支援施設 

「井川町総合戦略」に基づき、子育て支援多世代交流館が建設され、今

後は定期的な点検と維持管理により、施設の長寿命化を図ります。 

既存のこどもセンター等については子どもたちの安全を第一に考え、必

要な改修等を実施し施設の長寿命化を図ります。 

こどもセンター・児童館・子育て支援多世代交流館 等 

 

 

⑥保健・福祉施設 

長寿命化の観点で施設の維持を図りながら、少子高齢化による需要の動

向を踏まえた機能確保に努めます。 

健康センター・老人福祉センター・特別養護老人ホーム 
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⑦医療施設 

効率的な維持管理により長寿命化を図るとともに、災害時の拠点施設と

しての機能を確保します。 

診療所・歯科衛生センター 

 

 

⑧公営住宅 

老朽化の状況や入居率等を考慮しながら、計画的に更新を実施していき

ます。また、定期的な点検や予防的修繕を実施することで長寿命化を図

ります。 

町営住宅・教員住宅 

 

 

⑨行政系施設 

町民へのサービス水準の維持向上や災害対応に配慮しつつ、効果的・効

率的な行政運営が可能となるよう計画的に改修等を実施していきます。 

消防団関係の施設については、地域防災の活動拠点としての機能を確保

するとともに、今後の分団の編成状況にあわせ施設の統廃合についても

検討します。 

役場庁舎・有線放送センター・消防団詰所 等 
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⑩公園 

公園施設については利用状況を考慮し、遊具等の適切な点検に基づく維

持管理を図っていきます。 

小規模な地区広場等は維持管理について地域の住民との連携を進めま

す。 

定住センター・国花苑管理棟・休憩所・地区運動広場・農村公園 等 

 

 

⑪その他 

適切な点検・管理により長寿命化を図ります。 

清掃センターについてはごみ処理の広域化により現在は倉庫兼作業場、

一時的な粗大ごみ置き場としての利用となっていますが、今後大規模な

改修は実施せず、老朽化の状況を見極め適切な時期に施設を解体します。 

最終処分場・浄水場・清掃センター 等 
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２ インフラ系施設に関する基本方針 

 

 

① 道路 

道路施設の整備については、舗装の個別施設計画に基づき、路面の損傷

具合や利用状況を考慮し優先順位を決めて管理することで、維持補修費

の平準化を図ります。 

 

 

②橋りょう 

長寿命化計画に基づいた計画的かつ予防的な修繕対策を徹底し、長期的

な事業費の縮減を図ります。 

 

 

③上水道 

計画的に予防的修繕を実施し、補修費の平準化を図ることでライフライ

ンを安定的に維持していきます。 

 

 

④下水道 

長寿命化を踏まえた計画的な改修により、補修費の平準化、トータルコ

ストの縮減を図ります。 
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 この計画の内容については、定期的な進捗管理を行うとともに、今後の財政

状況や所有する資産などの変化に応じてその都度見直すこととします。 

 見直しにあたっては、適切に情報の提供を行います。 

Ⅴ フォローアップの実施方針 


